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静
大
と
浜
医
の
法
人
統
合
が
、

他
の
ケ
ー
ス
と
決
定
的
に
異
な
る

点
は
、
70
年
も
の
伝
統
を
有
す
る

静
岡
大
学
を
東
西
２
つ
に
分
離

し
、
浜
松
医
科
大
学
と
静
大
浜
松

キ
ャ
ン
パ
ス
の
２
学
部
（
工
学
部

と
情
報
学
部
）
を
中
心
と
し
た
大

学
と
、静
大
静
岡
キ
ャ
ン
パ
ス（
人

文
社
会
科
学
部
、理
学
部
、農
学
部
、

教
育
学
部
）
を
中
心
と
す
る
大
学

に
再
編
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

３
月
に
は
、
大
学
の
執
行
機
関

で
あ
る
教
育
研
究
評
議
会
に
お
い

て
、
14
対
13
の
僅
差
で
統
合
再
編

案
が
了
承
さ
れ
た
。
学
長
の
独
断

で
決
定
で
き
る
と
は
い
え
、
学
長

と
学
長
の
指
名
に
よ
る
理
事
４
人

を
除
け
ば
、
６
割
が
反
対
で
、
静

岡
側
の
大
多
数
の
反
対
意
見
を
押

し
の
け
て
の
強
行
採
決
で
あ
っ
た
。

３
月
末
に
は
経
営
協
議
会
で
の
機

関
決
定
を
受
け
て
、
両
大
学
の
学

長
に
よ
る
基
本
合
意
が
な
さ
れ
、

現
在
、
両
大
学
に
お
い
て
、
再
編
の

内
容
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
審
議
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

２
０
１
９
年
５
月
の
通
常
国
会

に
お
い
て
、
国
立
大
学
法
人
法
の

一
部
が
改
正
さ
れ
、
国
立
大
学
の

一
法
人
複
数
大
学
（
ア
ン
ブ
レ
ラ

方
式
）の
導
入
が
可
能
と
な
っ
た
。

公
立
大
学
法
人
で
は
す
で
に
導
入

さ
れ
て
い
る
が
、
国
立
大
学
で
は

２
０
０
４
年
に
国
立
大
学
が
法
人

化
さ
れ
て
以
降
、
一
法
人
一
大
学

で
の
運
営
が
な
さ
れ
て
き
た
。
つ

ま
り
、
法
人
の
長
が
学
長
を
兼
任

す
る
し
く
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
ア
ン
ブ
レ
ラ
方
式
で
は
、

法
人
の
長
が
複
数
の
大
学
を
統
括

す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
傘
下
に

「
学
長
」
が
置
か
れ
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
に
よ
る
効
率
性
を
重
視
し
た
大

学
運
営
が
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

　

現
在
、
名
古
屋
大
学
と
岐
阜
大

学
、
静
岡
大
学
と
浜
松
医
科
大
学

な
ど
４
組
９
大
学
で
法
人
統
合
を

め
ぐ
る
動
き
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん

で
い
る
。
い
ず
れ
も
法
人
の
枠
組

み
の
中
に
、
各
大
学
を
設
置
す
る

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
う
し
た

法
人
統
合
は
、
何
ら
か
の
学
内
の

組
織
再
編
等
を
伴
う
た
め
、
岐
阜

大
学
で
は
地
域
科
学
部
廃
止
を
め

ぐ
っ
て
、
学
内
署
名
が
多
数
集
め

ら
れ
る
な
ど
と
い
っ
た
反
対
運
動

が
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
以
上
に
、

深
刻
な
問
題
を
呈
し
て
い
る
の
が

静
岡
大
学
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

Ｑ１.過半数代表者ってなんですか？

経済学博士。専門は財政

学、地方財政論。日本地方

財政学会理事、日本地方自

治学会理事。

主著は拙著（2001）『市町

村合併と自治体の財政』、同

（2011）『「分権改革」と地

方財政』、同（2012）『アメ

リカの補助金と州・地方財

政』など多数。

 

国
立
大
学
法
人
法
改
正
と
ア
ン
ブ
レ
ラ
方
式

 

静
大
が
２
つ
に
分
離
さ
れ
る
構
想

 

不
可
解
な
大
学
再
編
と
問
わ
れ
る
民
主
主
義

 

大
学
の
「
分
離
」
と
反
対
運
動
の
高
揚

　

と
こ
ろ
で
、
静
岡
大
学
に
お
い

て
、
公
式
に
統
合
に
向
け
た
連
携

協
議
会
が
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、

２
０
１
８
年
６
月
の
こ
と
で
あ
り
、

２
０
２
１
年
度
に
新
大
学
体
制
へ

の
移
行
、
さ
ら
に
将
来
的
に
は
、

静
岡
県
内
の
国
公
私
立
大
学
を
、

各
法
人
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
上
で
、

「
大
学
等
連
携
推
進
法
人（
仮
称
）」

に
組
み
入
れ
て
い
く
よ
う
な
構
想

が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
急
速
な
統
合
再
編
を
め
ぐ

っ
て
は
、
学
内
か
ら
反
対
の
意
見

が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
激
し
い
反
対

運
動
が
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

特
に
、
静
岡
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い

て
、「
十
分
な
合
意
が
な
さ
れ
て
い

な
い
」、「
大
学
を
２
つ
に
分
離
す

る
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
」
と
い
っ
た
意

見
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
教
員
に
よ

る
学
長
へ
の
十
分
な
合
意
を
求
め
る

署
名
活
動
、
女
性
教
員
約
半
数
に
よ

る
「
反
対
声
明
」、
さ
ら
に
は
、
副
学

長
ら
を
含
む
教
員
有
志
に
よ
る
「
反

対
」
記
者
会
見
も
実
施
し
た
。

　

５
月
に
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
学
外

で
初
め
て
開
催
、
地
域
の
方
々
を
中

心
に
会
場
が
満
席
と
な
っ
た
。
６
月

に
は
学
内
で
の
シ
ン
ポ
を
開
催
し
た

が
、
こ
こ
で
も
予
想
を
上
回
る
多
く

の
教
職
員
や
学
生
ら
の
参
加
が
あ

り
、
大
盛
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
機

に
学
生
た
ち
の
署
名
活
動
も
始
ま
っ

た
。
地
元
で
は
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
関

係
者
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

多
く
の
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。

　

最
後
に
、
静
大
再
編
を
め
ぐ
る

論
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第

一
に
、
法
人
化
以
降
、
学
長
の
ト

ッ
プ
ダ
ウ
ン
に
よ
る
大
学
運
営
が

常
態
化
し
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
に
よ

る
学
部
自
治
が
形
骸
化
し
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
静
大
で
も

反
対
運
動
の
引
き
金
と
な
っ
た
。

　

第
二
に
、
２
０
１
８
年
に
国
立

大
学
改
革
強
化
推
進
補
助
金
が
不

採
択
と
な
っ
た
が
、
そ
の
理
由
の

一
つ
が「
静
岡
地
区
の
統
合
メ
リ
ッ

ト
が
見
え
な
い
構
想
」と
さ
れ
た
点

に
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
学
と
浜
松

一
部
財
界
に
よ
る
「
医
工
連
携
」

に
主
眼
が
置
か
れ
た
構
想
に
な
っ

て
お
り
、
そ
の
他
の
領
域
に
お
け

る
メ
リ
ッ
ト
は
不
透
明
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

と
も
い
え
る
地
域
へ
の
説
明
責
任
が

不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
実

際
、
学
長
が
３
月
の
経
営
協
議
会
に

お
い
て
、
知
事
や
市
長
か
ら
賛
同
を

得
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ

れ
に
対
し
て
、
県
知
事
や
静
岡
市
長

は
、
定
例
記
者
会
見
に
お
い
て
、「
賛

同
と
は
言
っ
て
い
な
い
」
と
し
て
大

学
に
抗
議
し
て
い
る
。

　

現
在
、
２
０
０
４
年
の
国
立
大
学

法
人
化
に
続
く
、
大
学
再
編
の
時
代

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
地
方

圏
に
お
い
て
は
地
域
経
済
に
と
っ
て

大
学
の
存
在
意
義
は
大
き
い
。
不
可

解
な
大
学
統
合
再
編
・
分
離
を
、
民

主
主
義
と
世
論
の
力
で
ど
こ
ま
で
止

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
、
い
ま

問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
詳
細
は
、

静
岡
大
学
の
分
離
再
編
を
考
え
る
HP
参
照
）。

Ａ１ 労働基準法などの労働法令には、「時間外労働（1日8時間、週40時間を超える労働）させる」「賃金から一定の費目を控除
して支払う」「休憩時間を交代で取らせる」などの労基法の本来の規定に反する運用や、「変形労働時間制」や「裁量労働制」な
どの特例的な制度の導入を、その事業場（企業全体ではなく、工場や事務所、事務所などの組織上、一定独立して事業が行われ
ている単位を言います）の使用者側が労働者の代表と書面で協定を結ぶことを条件として認める規定があります（こうした労基
法等の規定に基づく協定のことを「労使協定」と呼びます）。この場合の労働者の代表のことを「過半数代表者」と言います。

Ｑ２.過半数代表者には、他にどのような役割がありますか？
Ａ２　前述した労使協定の締結以外に、「就業規則（の変更）に対して意見を述べること」があります。使用者は、就業規則（「○○就業規則」と題する規則だけでなく、
賃金、退職金、労働時間・休日・休暇、退職・解雇、安全衛生、懲戒などおよそ労働条件にかかわる規程が含まれます）を作成する場合や変更する場合、事業場の過半数
代表者の意見を聴き、その意見を記した書面を付けて労基署に提出しなければなりません。この意見聴取に応ずることも過半数代表者の役割になります。また、これ以外
に労働安全衛生委員会などの「労働者と使用者の代表で構成されることが法律で定められている委員会」の労働者側の委員を推薦することも、過半数代表者の役割です。

Ｑ３.過半数代表者はどのようにして選ばれるのですか？
Ａ３ その事業場に労働者の過半数以上で組織する労働組合がある場合には、その組合（過半数組合）が過半数代表となります。過半数組合がない場合は、その事業
場の労働者から民主的手続き（投票・挙手など）で過半数代表者を選出します。労働者同士の話し合いや書面による持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過
半数がその人の選任を支持していることが明確となる民主的な手続きがとられていることが必要です。

Ｑ４.過半数代表者の選出にあたって、どのようなことに注意する必要がありますか？
Ａ４ 過半数代表者は、次の3つの要件に該当する者である必要があります。①労基法でいう「管理監督者（実態として労働条件の決定、その他の労務管理について経営
者と一体的な立場にある者）でないこと。②過半数代表者を選出することを明らかにして実施される民主的手続きで選出された者であること（親睦会の幹事を自動的に過半数
代表者にした場合などは無効とされます）。③使用者の意向に基づき選出された者でないこと（選出について使用者側から打診があったり、一方的に決定されたりした場合は無
効とされます。2019年4月より新たに労働基準法施行規則に明記されました）。これらの要件に該当しない過半数代表者と労使協定を結んでも無効と判断されます。また、「事
業場の労働者」には、パートタイムや有期雇用の労働者など、過半数代表者の選出を行う時点でその事業場で雇用されているすべての労働者が含まれることに注
意が必要です。これまでに、パートタイムや有期雇用の労働者を除外して過半数代表者の選出を行っていたために、その事業場で現に締結されている労使協定が
すべて無効と判断された事例、過半数代表者の選出を行う旨の周知が非常勤講師にはされていない状態で過半数代表者の選出を行ったために、過半数代表者の選
出のやり直しが必要となった事例などがありました。過半数代表の選出については、非正規雇用にかかわる問題の深刻化や過半数代表自体の役割の重要性から、近年労基
署がより厳しく判断する傾向になっています。単組で疑問が生じた場合は、「以前はこうだったから」で判断せず、全大教や専門家のアドバイスを求めましょう。


